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瑞穂市水道事業ビジョンの策定にあたり 

 

 

本市水道事業が目指す理想像 

「安全で安定した水をいつまでも」を実現すべく、 

目指す方向性を明らかにする瑞穂市水道事業ビジョン 

を策定しました。 

 

 本市の水道事業は、自己水源である地下水を利用しながら、市政の発展、人口

増加、市街地の拡大とともに、水需要に応えるための拡張事業を計画的に進め、

市民の皆様に安全で安心な水道水を提供して参りました。 

 近年の水道事業を取り巻く社会情勢としましては、少子高齢化や人口減少の

影響による料金収入の減少、老朽化した水道施設の更新需要の増大、東日本大震

災の経験を踏まえた大規模災害への対応等、非常に厳しい事業環境の変化に直

面することとなります。 

 このような水道事業を取り巻く環境の大きな変化や課題に対応するため、厚

生労働省において平成２５年３月に「新水道ビジョン」が策定され、水道事業関

係者共通の政策目標と実現に向けた施策が示されました。また、平成３０年１２

月には、水道法が改正され、官民連携や広域化など、水道事業を維持・継続して

いくための新たな選択肢も示されたところです。 

 本ビジョンでは、市民の皆様の大切なライフラインである水道を未来へ引き

継いでいく使命の下、「安全」・「持続」・「強靭」の３つの観点からの基本方針を

定め、６つの基本目標とＳＤＧｓにおける関連目標及び１２の実施施策を設定

し、経営の効率化を図りながら持続可能な水道事業経営を目指して参ります。 

 本ビジョンの策定にあたり、熱心なご審議と貴重なご意見を賜りました瑞穂

市上下水道事業審議会委員の皆様を始め、ご協力を賜りました皆様に心から感

謝を申し上げます。 

今後とも、充実した水道サービスの提供のため、本ビジョンに掲げます目標の

実現に向け精一杯取り組んで参りますので、より一層のご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

 

令和３年３月 

 

                  瑞穂市長 
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第 １ 章 瑞穂市水道事業ビジョン及び経営戦略の策定について

 

 

１．１ 策定の趣旨と位置付け 

 

本市水道事業では、平成 23 年 3月に「瑞穂市水道ビジョン」（以下「前ビジ

ョン」という。）を策定し、「安全で安定した水をいつまでも」を基本理念とし

て掲げ、目指す姿の実現に向け事業運営を推進してまいりました。 

平成 25 年 3 月には、人口減少社会の到来や東日本大震災の経験など、水道

事業を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、50年、100 年後の将来を見

据えた水道の理想像を明示するとともに、取組の目指すべき方向性やその実現

方策、関係者の役割分担を明示した「新水道ビジョン」が厚生労働省から示さ

れ、令和元年 10 月には、関係者の責任の明確化や広域連携、適切な資産管理

の推進などに取り組むことを求める改正水道法が施行されました。 

本市においては、経営基盤の強化を図るため、瑞穂市・神戸町水道組合（一

部事務組合）が運営してきた簡易水道事業を本市水道事業に統合（平成 31 年 4

月）するなど、本市水道事業を取り巻く環境の変化も進んでいます。 

このようななかにおいて、前ビジョンの計画期間が令和 2（2020）年度で終

了を迎えるため、健全な水道事業を継続していくための新たな基本計画となる

「瑞穂市水道事業ビジョン」（以下「本ビジョン」という。）を策定します。 

本ビジョンでは、「瑞穂市第 2 次総合計画」を上位計画とし、中長期的な経

営の基本計画となる「瑞穂市水道事業経営戦略」を計画構成に加えることによ

り、実施施策と計画期間との整合を図るとともに、今後 10 年間の本市水道事

業の方向性と経営方針を明示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞穂市水道ビジョン 

2011～ 2020(H23～ R2) 

 

瑞穂市水道事業経営戦略 
2018～ 2027(H30～ R9) 

現
行
計
画 

一本化 

 

 

上

位

計

画 

瑞穂市水道事業ビジョン 
2021～ 2030(R3～ R12) 

瑞穂市第 2 次総合計画 

2016～ 2025(H28～ R7) 

新水道ビジョン：2013(平成 25)年 3 月  
～地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道～ 

経営戦略：2014(平成 26)年 8 月  

中 長 期 的 な 投 資 ･財 政 計 画  

均 衡  

効 率 化 ･経 営 健 全 化 の 取 組 方 針 を 反 映  

↑  
投 資 試 算  財 源 試 算  安 全  強 靭  持 続  

連 携  

挑 戦  

50 年 後 、 100 年 後 を 見 据 え た 水 道 の 理 想 像  

<厚 生 労 働 省 > <総 務 省 > 

図 1.1 計画 の位 置 付け 



第１章 瑞穂市水道事業ビジョン及び経営戦略の策定について 

- 2  - 

１．２ 水道事業ビジョンの策定手法 

 

本ビジョンでは、前ビジョンの基本理念である「安全で安定した水をいつまで

も」を引き続き掲げ、「安全」、「持続」、「強靭」の 3つの観点から基本目標を設

定し、今後 10 年間で推進する実現施策を示します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 1.2 ビジョン骨 子  

 

計画の策定は、①事業の現状分析と課題の整理、②将来の水道事業の見通し予

測、③理想像と目標設定、④目標実現のための施策策定、⑤施策を反映した財政

計画の策定、⑥フォローアップの 6 つの項目について行います。 

 

 

１．３ 計画期間 

 

本ビジョンの計画期間は、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度までの

10 年間とします。 

 

瑞穂市水道事業ビジョン 
“安全で安定した水をいつまでも” 

安全 持続 強靭 
基本方針 基本方針 基本方針 

安全で安心な水の供給 持続可能な事業経営 災害に強い水道の構築 
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第 ２ 章 瑞穂市水道事業の概要

 

 

２．１ 瑞穂市の概要 

 

本市は、濃尾平野の北西部、岐阜県の南西部に位置し、県都岐阜市と大垣市に

挟まれた東西約 5.5 ㎞、南北約 6.5 ㎞、総面積 28.19  の広さを有しています。 

東西には国道 21 号やＪＲ東海道本線が横断し、ＪＲ穂積駅から中京圏の中心

地である名古屋までは約 25分と近く、東京や大阪へも日帰りで往復できる交通

の利便性が高い都市です。また、北西より東南に緩やかに傾斜している低湿平坦

な扇状地帯で、長良川、揖斐川をはじめとする 18 本の一級河川が市内を貫流す

る、水と緑の溢れる豊かな環境を有しています。 

 

 

図 2.1 瑞穂市の位置 

位置 北緯  ３５度 39 分 14 秒 

東経 １３６度 69 分 06 秒 

海抜  7.47m 

面積 28.19ｋｍ2 
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２．２ 水道事業の沿革 

 

 本市の水道事業は、旧穂積町、旧巣南町の合併（平成 15 年 5 月）に伴って、

新市として新たに両地区それぞれ事業認可を受け、法人格の変更を行い創設さ

れました。 

 その後、市南西部における著しい宅地の増加、南部に開発された犀川土地区画

整理事業に伴う人口増加、合併に伴う施設経営の一元化や緊急時の対応等のた

め計画諸元を見直し、平成 16 年 8 月に事業変更認可を受けました。 

 また、平成 31年 4 月には、揖斐川右岸の呂久地区と神戸町の一部の地域を給

水区域とする瑞穂市・神戸町水道組合（一部事務組合）が運営してきた簡易水道

事業を経営基盤の強化を図るため、本市水道事業に統合しました。 

 

   表2.1 瑞穂市水道事業の沿革  

事業 
認可 

年月日 

目標 

年度 

計画給水人口 

（人） 

計画１日最大 

給水量( /日) 

創設（穂積地区上水道事業） H15.5.1 H24 37,620 19,190 

創設（巣南地区上水道事業） H15.5.1 H24 11,000 4,400 

第１次拡張事業 H16.8.13 H25 49,600 24,300 

変更（簡易水道統合） H31.3.6 R10 54,800 24,560 

 

 

２．３ 給水区域及び水道施設の位置 

 

（１）給水区域 

 本市水道事業の給水区域は、本市全域（専用水道区域を除く。）に、大垣市墨

俣町さい川、同さい川堤外地の一部と、安八郡神戸町大字柳瀬の一部、同大字斉

田の一部を含む 28.52  になります。 

 

（２）水道施設の位置 

本市の水道施設は、7 か所の水源地から配水しており、敷地内に配水池を有し

ている別府水源地、宮田水源地、古橋水源地の 3施設を主要水源地とし、馬場水

源地、本田水源地、牛牧水源地の 3 施設を主要水源地の補助水源地として運転

しています。 

また、揖斐川右岸の呂久地区及び安八郡神戸町の一部の地域への配水は、呂久

水源地から行っています。 
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       給水区域界        ※専用水道区域  ● 水源地 

図 2.2 給水区域と主な水道施設の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※専用水道とは、寄宿所、社宅、療養所などに居住する人のための自

家用水道で、101 人以上に対し給水を行うもの、又は一日最大給水

量が 20  を超えるもの。 
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（３）水道施設の概要 

本市の水道事業の水源は、全て地下水（深井戸）で賄っており、採水は地表よ

り 100ｍ以上深い位置から行うことで、良質な水が確保でき、ポンプでの取水後、

塩素注入による滅菌処理を施すことのみで配水を行うことができます。 

また、配水する水を貯留する配水池は、給水需要の時間的変化に対応するため

の施設としてだけでなく、災害時や緊急時の貯水施設の役割も果たします。 

   

 

表2.2 水源地施設 

水源地 水源 
井戸 計画取水量

（ /日） 

配水池有効容量 

（ ） 構造・規模 建設年度 

宮田水源地 

宮田１号 
深井戸 SUS 鋼管 

φ300mm×H130m 

H3 

(1991) 
5,000 2,700 

宮田２号 
深井戸 SUS 鋼管 

φ300mm×H130m 

H3 

(1991) 

牛牧水源地 牛牧３号 
深井戸鋼管 

φ250mm×H120m 

S35 

(1960) 
1,014 ― 

本田水源地 本田４号 
深井戸鋼管 

φ400mm×H120m 

S46 

(1971) 
1,220 ― 

別府水源地 

別府５号 
深井戸鋼管 

φ400mm×H200m 

S49 

(1974) 

13,791 

1 号配水池 
4,890 

 
2 号配水池 

2,800 

別府６号 
深井戸鋼管 

φ400mm×H120m 

S49 

(1974) 

別府８号 
深井戸 SUS 鋼管 

φ400mm×H250m 

H10 

(1998) 

馬場水源地 馬場７号 
深井戸鋼管 

φ500mm×H120m 

H1 

(1989) 
1,220 ― 

古橋水源地 古 橋 
深井戸 SUS 鋼管 

φ300mm×H150m 

H17 

(2005) 
2,055     1,228 

呂久水源地 呂 久 
深井戸鋼管 

φ300mm×H145m 

H8 

(1996) 
260        16 

合  計 24,560 11,634 
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《宮田水源地》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理棟内部（ポンプ室） 管理棟内部（電気室） 

図 2.3 宮田水源地施設の概要 

外観 配水池 
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《牛牧水源地》                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

《本田水源地》 

 

 

 

 

 

 

 

外観 管理棟内部 

図 2.4 牛牧水源地施設の概要 

外観 管理棟内部 

図 2.5 本田水源地施設の概要 
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《別府水源地》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観 配水池 

管理棟内部（ポンプ室） 管理棟内部（電気室） 

図 2.6 別府水源地施設の概要 
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《馬場水源地》                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

外観 管理棟内部 

図 2.7 馬場水源地施設の概要 

外観 管理棟内部 

図 2.8 呂久水源地施設の概要 

《呂久水源地》 
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《古橋水源地》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観 配水池 

管理棟内部（ポンプ室） 管理棟内部（電気室） 

図 2.9 古橋水源地施設の概要 
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（４）管路の概要 

水道水を配る管路は、総延長で 327.4km あり、水源から取水した水（原水）を

送る管路（導水管）と水源地内にある配水池から給水区域内の水道使用場所まで

水を送る管路（配水管）が布設されています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.10 管路の概要 
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  表 2.３ 管種別延長の内訳 

管種 導水管(m) 配水本管(m) 配水支管(m) 計(m) 

ダクタイル鋳鉄管 135 3,002 50,796 53,933 

ステンレス管 176 22 444 642 

ポリエチレン管 ― 126 14,541 14,667 

鋼管 602 ― 7,311 7,913 

石綿セメント管 ― ― 232 232 

硬質塩化ビニル管 ― ― 250,041 250,041 

計 913 3,150 323,365 327,428 
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２．４ 水需要の動向 

 

（１）給水人口及び給水普及率 

給水人口と給水普及率の過去10年間の実績について図2.11に示します。 

給水人口は、毎年増加傾向にあり、令和元（2019）年度の給水人口 47,810 人

は、平成 22（2010）年度の 43,790 人から 9 年間で 4,020 人（約 9％）増加して

います。全国の多くの自治体が既に人口減少局面に入っているなか、本市は、交

通の利便性が高いことや、名古屋市、岐阜市、大垣市など近隣都市のベッドタウ

ンとして現在も発展を続けていることで人口の増加傾向が続いているため、給

水人口の増加も維持されています。 

給水普及率を見ると、令和元（2019）年度の普及率 86.9％は、平成 22（2010）

年度の 85.4％から 9年間で 1.5％向上したものの、本市は地勢的に河川が多く、

古くから井戸水の利用者が多いことから、市内には水道の未普及地域が多く残

っており、全国平均の普及率 98.0％（平成 30（2018）年度）に比べ低い状況に

あります。 

 

 

図 2.11 給水人口及び給水普及率の推移 
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（２）給水量及び有収水量 

給水量と有収水量の過去10年間の実績について、図2.12に示します。 

給水量は増加傾向にあり、令和元（2019）年度の 6,089 千 は、平成 22（2010）

年度の 5,646 千 から 9 年間で 443 千 （約 8％）増加しています。 

 有収水量を見ると、令和元（2019）年度の 4,878 千 は、平成 22（2010）年

度の 4,463 千 から 9年間で 415 千 （約 9％）増加しています。 

  

 

図 2.12 給水量及び有収水量の推移 
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 施設利用率は、配水能力に対する配水量の割合を示すもので、施設の利用状況
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２．５ 事業経営 

 

（１）組織体制の現況 

 本市水道部局の組織及び職員年齢構成について、図 2.13 に示します。 

 令和 2（2020）年 3月末現在、水道部局（環境水道部上水道課）の職員は 8名

で、年齢構成は、40 代以上が 6 名と大半を占めており、30代以下の若い職員が

少ない状況です。 

 

                                 

 

  

 

 

 

 

 

図2.13 水道部局の組織及び職員年齢構成 
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（２）料金体系 

 本市の水道料金について、表 2.4 に示します。 

 水道料金は、基本料金に超過料金（1 月の基本水量を超えた水量に対する料金）

及びメーター使用料を加えたものになります。 

 

表 2.４ 料金表（令和元年 10 月 1 日適用） 

※税込み   

区分 1 か月 2 か月 3 か月 

基本料金 
基本水量 10  以下 20  以下 30  以下 

金額 880 円 1,760 円 2,640 円 

超過料金 

(基本水量を超えた

1  につき) 

 99 円 1～20   1～40   1～60   

110 円 21～50   41～100   61～150   

121 円 51  ～ 101  ～ 151  ～ 

メーター使用料 

13 ㎜ 55 円 110 円 165 円 

20 ㎜ 132 円 264 円 396 円 

25 ㎜ 132 円 264 円 396 円 

30 ㎜ 220 円 440 円 660 円 

40 ㎜ 275 円 550 円 825 円 

50 ㎜ 550 円 1,100 円 1,650 円 

65 ㎜ 1,430 円 2,860 円 4,290 円 

75 ㎜ 1,430 円 2,860 円 4,290 円 

100 ㎜ 1,430 円 2,860 円 4,290 円 

125 ㎜ 2,200 円 4,400 円 6,600 円 

150 ㎜ 2,200 円 4,400 円 6,600 円 
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（３）財政収支 

 財政収支の現況（令和元（2019）年度の決算額）について、図 2.14 に示しま

す。 

 本市水道事業の財源は 7.27 億円であり、このうち水道使用者からの水道料金

が 4.8 億円を占めています。財源の使途は、将来のための積立金となる純利益、

安全で安心な水道水を提供するための営業費用等、水道施設を整備するための

建設改良費のほか、過去に借入れたお金の返済に充てる借入金返済金に大別さ

れます。 

 本市水道事業では、これまでに純利益を内部留保資金として適切に積み立て

ることで、健全な経営の維持ができています。 

 

図 2.1４ 財政収支の現況 
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（４）資産及び企業債 

 資産の現況（令和元（2019）年度末）について、図 2.15 に示します。 

本市水道事業が保有する資産は約 73.9 億円となっています。資産の主な内訳

としては、固定資産が82.3％、流動資産が17.7％と固定資産が大半を占めます。 

負債・資本の主な内訳としては、負債 21.3％、資本金 45.1％、剰余金 33.6％

となっています。資本金と剰余金が 78.7％と大半を占めます。負債のうち、約

30％は企業債ですが、新たな借入れを行っていないことから、企業債残高は減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.15 資産の現況 

 

図 2.16 企業債残高の推移 
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第 3 章 瑞穂市水道事業の現状分析及び課題の整理

 

３．１ 水質管理について 

 

《現状分析》 

本市水道事業の水質管理は、毎年度事業開始前に策定する「水質検査計画」に

基づき、水質検査を実施しており、水道水質基準項目（  項目）のすべてで基準

を満たしています。水質検査計画及び水質検査結果は、市のホームページで公表

しています。 

水道水質基準項目（  項目）のうち、主要な検査項目の検査結果について、表

3.1 に示します。 

 

《課題の整理》 

 これまで、本市の水質管理において大きな問題等の発生はありませんでした

が、将来にわたり安心で安全な水道水の供給を行っていくに当たり、今後も引き

続き水質検査の適正化と透明性を確保していく必要があります。 

 

【課題 1】水質検査の継続 

 

 

表 3.1 水質検査主要項目検査結果 

水質検査項目 単位 基準値 ※検査結果 検査頻度 

一般細菌 CFU/  100 以下 0 1 回/月 

大腸菌  検出されないこと 不検出 1 回/月 

塩化物イオン ㎎/  200 以下 2.9 1 回/月 

有機物（ＴＯＣ） ㎎/    3 以下 0.3 未満 1 回/月 

pH 値  5.8 以上 8.6 以下 7.5 1 回/月 

味  異常でないこと 異常なし 1 回/月 

臭気  異常でないこと 異常なし 1 回/月 

色度 度   5 以下 0.5 未満 1 回/月 

濁度 度   2 以下 0.1 未満 1 回/月 

 

 

 

※検査結果は、公表されている採水地点の平均。 

51 

51 
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３．２ 水源の管理について 

 

《現状分析》 

本市の水道水の水源は、すべて地下水（120ｍ～250ｍの深井戸）で賄っており、

水源周辺の汚染源はなく良好な水質が保たれた良質な水源であることから、塩

素消毒のみで水を供給することができています。 

水源井戸については、築造年度が古いものがありますが、現段階で水位低下や

取水支障及び障害は確認されていません。 

 

《課題の整理》 

良質で豊富な地下水を水源としているため、現状として取水量が問題となる

ことはありませんが、今後水源井戸の老朽化に伴う性能劣化等により、安定した

取水量の確保が損なわれることが懸念されます。 

 

【課題 2】水源井戸の適正管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井戸の概略図 
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３．３ 経営計画について 

 

《現状分析》 

本市の水道事業における経営計画として、水道施設のライフサイクル全体に

わたって効率的かつ効果的に管理運営することを目的に実施した｢アセットマ

ネジメント｣(平成 29（2017）年 3月)により、長期的（50 年間）な視点からの更

新需要と財政収支の見通しについて検討を行っています。中期的（10 年間）な

視点に立った経営の基本計画となる「経営戦略」（平成 30（2018）年 3 月）では、

投資の合理化、平準化による財政収支計画を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1 アセットマネジメントと経営戦略 

 

 更新需要の対象となる施設として、土木構造物や建物、設備（電気・機械・計

装）、管路等があります。 

資産の減価償却に使用する法定耐用年数を更新基準として更新を行う場合、

更新頻度が高く更新需要も大きくなることから、資産の実使用年数を基に更新

基準の見直しを行うことで、長期的な更新需要を抑え、施設の長寿命化と投資の

平準化を図っています。 

 

 

【施設の健全度評価について】 

 アセットマネジメントに関する手引きにおいて、資産の健全度を以下のように区分し

ており、健全度のグラフの記載に当たっては、この定義に従って表記しています。 

（健全資産）経過年数が法定耐用年数以内の資産 

（経年化資産）経過年数が法定耐用年数を超え、法定耐用年数の1.5倍以内の資産 

（老朽化資産）経過年数が法定耐用年数の1.5倍を超えた資産 
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図 3.2 設備（電気・機械・計装）の健全度（更新を実施しなかった場合） 

 

 令和 2（2020）年度末には、設備全体の約 3割が老朽化資産となり、仮に今後

設備の更新を行わない場合、10年後には約8割の設備が老朽化資産となります。 

 

図 3.3 管路の健全度（更新を実施しなかった場合） 
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図3.4 管路の布設年度別延長 

 

 管路は、昭和 50年代に布設延長が多くなっており、これまで法定耐用年数（40

年）を経過する管は少ない状況ですが、今後管路の更新を行わない場合、10 年

後には法定耐用年数を超える管路は全体の 3 割強まで増加します。 

 

《課題の整理》 

 老朽化資産の更新には多額の投資が必要となる一方で、持続可能な事業経営

を行っていくためには、投資と財源のバランスが重要になります。 

施設の長寿命化と投資の平準化を図りながら、計画的な更新を行っていく必

要があります。 

 

【課題 3】持続可能な事業経営（投資の平準化と水道施設の計画的更新） 
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３．４ 有収率について 

 

《現状分析》 

有収率の推移について、図 3.5 に示します。 

有収率は、施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標で、給水量に

対し有効に使用された水量の割合を示すものです。平成 27(2015)年度から平成

30(2018)年度まで 80％を下回り、減少傾向にありました。主な要因として漏水

によるものと考えられるため、漏水調査を実施しており、令和元(2019)年度には

80.1％と改善しています。 

 

《課題の整理》 

有収率について、全国平均値、類似団体(給水人口が 3 万人以上 5 万人未満の

水道事業体)平均値と比較した場合、本市の数値は低いため、有収率の向上が求

められます。 

 

【課題 4】有収率の向上 

 

 

図3.5 有収率の推移 
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３．５ 環境対策について 

 

《現状分析》 

 地球温暖化や循環型社会の形成など環境問題への対応は、次世代のために取

り組んでいく必要があります。 

 

《課題の整理》 

 水道事業では、施設稼働に多くのエネルギーが必要となることから、設備の省

エネルギー化を図る等、環境対策に関する取組を進めていく必要があります。 

 

【課題 5】環境に配慮した事業運営 

 

 

                            

         高効率ポンプへの更新 
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３．６ 広域化について 

 

《現状分析》 

 水道事業を継続していくため、事業の運営基盤を強化する一つの手法として、

広域連携が示されており、県が主導する市町村等の様々な広域連携について検

討する場として「岐阜県水道事業広域連携研究会」が設置され、広域連携に関す

る検討が始まっています。 

 

《課題の整理》 

 近隣水道事業者と意見交換を行いながら、広域連携の検討を進めていく必要

があります。 

広域化、共同化、民営化など地域性を踏まえた様々な連携手法について調査、

研究を進めていくことが求められます。 

 

【課題 6】広域化等への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6 水道事業の発展的広域化イメージ 

都
道
府
県 

(

水
道
行
政)

水 
道 

事 

業 

者 

水
道
用
水
供
給
事
業
者

枠 組 みの調 整  

・中核的な水道事業に
よる周辺水道事業の
統合 

・事業者間連携による
戦略的アプローチの
推進 

・事業者間連携による
水道施設の再構築 

・他の行政部門との連
携による多様な業務
の共同化 

・事業者間での情報
共有化や事業運営方
式の共通化と共同化 

（※） 
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（厚生労働省 平成 26 年 2 月資料） 
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３．７ 人員体制について 

 

《現状分析》 

 令和 2（2020）年 3月末現在、水道部局（環境水道部上水道課）の職員は 8名

です。  

水道部局職員の年齢構成を見ると、40 代以上が 6 名と大半を占めており、30

代以下の若い職員が少ない状況です。 

 

《課題の整理》 

 水道事業の運営には、経営、経費、料金、契約、建設、給水、水質など様々な

分野の専門的な人材が必要となります。 

人事異動や定年退職による水道部局の技術力低下が懸念されるなか、安定し

た人員確保と若い人材への技術の継承が求められます。 

 

【課題 7】人員確保と技術継承 

 

 

３．８ 住民への情報提供等について 

 

《現状分析》 

水道に関する様々な情報提供は、主に市ホームページを活用して行っていま

す。 

 

《課題の整理》 

 水道使用者に水道事業への理解をより深めていただくため、多様な情報媒体

を活用した情報提供が求められます。 

 

【課題 8】水道使用者への情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

市ホームページ 
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３．９ 施設の耐震化について 

 

《現状分析》 

 別府水源地配水池、宮田水源地配水池、古橋水源地配水池については、耐震化

が完了しています。 

管路については、管路更新（改良工事）に際し、耐震適合管（耐震性能を有す

る管種）を使用し更新を行っています。 

 

《課題の整理》 

呂久水源地配水池（令和元（2019）年度統合）については、耐震性能等の調査

が必要となります。 

管路については、災害時の拠点となる重要給水施設までの管路耐震化の事業

を優先しますが、老朽管の更新事業と管路の耐震化事業を組合せながら実施し

ていく必要があります。 

 

【課題 9】配水池の耐震性能評価 

【課題 10】管路の耐震化 

 

 

３．１０ 危機管理体制について 

 

《現状分析》 

 地震災害や風水害が日本各地で発生しており、災害により多くの地域が断水

するなど、住民生活に大きな影響を及ぼしています。 

 水道事業では、自然災害のほか水質事故やテロ行為などの非常事態において

も、安定的な水の供給が求められます。 

 

《課題の整理》 

災害時に迅速な対応を行えるよう各種マニュアルの整備、改定を行っていく

必要があります。また、市民生活にとって重要なライフラインである水道施設は、

災害時にその機能を維持又は早期に回復することが急務となるため、迅速な応

急復旧体制の構築が必要です。 

 

【課題 11】危機管理体制の強化 
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第 ４ 章 将来の水道事業の見通し 

 

 

４．１ 水需要の見通し 

 

（１）給水人口の予測 

本市の行政区域内人口は、令和12（2030）年度まで増加し、その後減少してい

く予測となっています。また、給水人口は、令和17（2035）年度まで増加し、そ

の後減少していく予測となっています（行政区域内人口と給水人口のピーク時

期のズレは、給水普及率の上昇率（年0.1％）を見込んでいるためです）。 

 

 

図４.1 行政区域内人口･給水人口の実績と推計値 
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給水人口(人） 43,790 47,810 49,837 49,045 
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給水人口の予測は、給水区域内人口を予測し、推計給水普及率を乗じることによ

り算出しています。給水区域内人口は、本市の行政区域内人口、大垣市墨俣町さい

川・さい川堤外地の一部、安八郡神戸町大字柳瀬の一部、同大字斉田の一部の人口

を加えて算出しています。 
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（２）水需要の予測 

有収水量は、国内の多くの事業体で既に減少がみられているのに対し、本市に

おいては、令和 17（2035）年度まで増加し、その後減少していく予測となって

います。本ビジョンの計画期間最終年度の令和 12（2030）年度では、令和元（2019）

年度比 4.0％増加する予測となっています。 

 給水量については、やや減少していく予測となっています。これは、管路の更

新等により漏水量が減少していく見込みとしているためです（有収率が年 0.5％

増加する見込み）。 

 

 

図４.２ 有収水量･給水量の実績と推計値 
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有収水量については、生活用水量と業務営業用水量を分けて予測し、合算して求

めています。生活用水量は、給水人口の予測値に生活用水原単位（実績より 265（L/

人・日）とした。）を乗じて算出しています。また、業務営業用水量は、実績より時

系列傾向分析を行っています。 

給水量については、有収水量予測値を有収率予測値で除して算出しています。有

収率予測値は、令和元（2019）年度の実績値に年 0.5％の増加を見込んでいます。 
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４．２ アセットマネジメントによる更新需要の長期見通し 

 

長期的（50 年間）な資産の更新需要について、アセットマネジメント（平成

29(2017)年 3 月）により更新需要の試算を行っています。 

 施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減を図るため、法定耐用年

数による更新基準によらず、実使用年数の調査資料を基に設定した耐用年数（設

定耐用年数）を用いて更新費を試算しています。 

 

表 4.1 法定耐用年数と設定耐用年数（構造物及び設備） 

種類 用途 ①法定耐用年数 ②設定更新年数 ②/① 

電気 

受変電･配電設備 

20 年 30 年 1.5 倍 直流電源設備 

非常用電源設備 

機械 
ポンプ設備 15 年 30 年 2.0 倍 

滅菌設備 10 年 20 年 2.0 倍 

計装 
流量計、水位計、水質計器 10 年 

20 年 
2.0 倍 

監視制御設備、伝送装置 10 年 2.0 倍 

建築物 管理棟、事務所等 50 年 75 年 1.5 倍 

構造物 
取水設備 40 年 75 年 1.9 倍 

配水設備 60 年 90 年 1.5 倍 

 

表 4.2 法定耐用年数と設定耐用年数（管路） 

水道統計の管種区分 ①法定耐用年数 ②設定耐用年数 ②/① 

鋳鉄管(ダクタイル鋳鉄管を除く) 40 年 50 年 1.25 倍 

ダクタイル鋳鉄管(耐震型継手） 40 年 80 年 2.0 倍 

ダクタイル鋳鉄管(K形継手-良好地盤) 40 年 70 年 1.75 倍 

ダクタイル鋳鉄管(上記以外、不明も含む) 40 年 60 年 1.5 倍 

鋼管(溶接継手) 40 年 70 年 1.75 倍 

鋼管(上記以外、不明も含む) 40 年 40 年 1.0 倍 

石綿セメント管 40 年 40 年 1.0 倍 

硬質塩化ビニル管(RR ロング継手) 40 年 60 年 1.5 倍 

硬質塩化ビニル管(RR 継手） 40 年 50 年 1.25 倍 

硬質塩化ビニル管(上記以外、不明も含む) 40 年 40 年 1.0 倍 

コンクリート管 40 年 40 年 1.0 倍 

鉛管 40 年 40 年 1.0 倍 

ポリエチレン管(高密度、熱融着継手） 40 年 60 年 1.5 倍 

ポリエチレン管(上記以外、不明も含む) 40 年 40 年 1.0 倍 

ステンレス管(溶接継手） 40 年 60 年 1.5 倍 

ステンレス管(上記以外、不明も含む) 40 年 40 年 1.0 倍 

その他(管種不明も含む） 40 年 40 年 1.0 倍 
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50 年間の総更新費の総額は、法定耐用年数で更新した場合約 299 億円（年約

6 億円）、設定耐用年数で更新した場合約 185 億円（年約 3.7 億円）と 114 億円

（年約 2.3 億円）の縮減が見込まれます。 

投資（更新費）の平準化を図るため、年当たりの更新需要見込額を 3.7 億円と

し、財政計画の策定を行います。 

 

 

図４.3 法定耐用年数による更新需要 

 

 

 

図４.4 設定耐用年数による更新需要 
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第 ５ 章 理想像の実現に向けて 

 

 

５．１ 基本理念と基本方針 

安全で安定した水をいつまでも 

 

 我が国が世界に誇るインフラである水道は、全国的に広く普及し、ほとんどの

国民は水道に生活用水を依存するようになりました。 

 しかし近年、地震、集中豪雨等の被害により各地で水道施設が破損し断水が生

じる等、多くの国民に影響を及ぼす事例が多発したことから、転換期を迎えた水

道には一段と高い安定性が求められています。 

 一方、本市の水道事業の現状としては、給水人口は増加傾向にあるものの、将

来的には減少局面に入ることが予測され、給水収益の減少や更新需要の増大な

どにより、厳しい事業環境に置かれることが推察されますが、今日の水道は住民

生活にとって必要不可欠なものであり、市民のライフラインとして持続可能な

ものであることが求められます。 

 そのため、前ビジョンの基本理念である「安全で安定した水をいつまでも」を

引継ぎ、本市水道事業の理想像（基本理念）として掲げます。 

また、基本理念の実現に向け「安全」、「持続」、「強靭」の観点からなる 3 つの

基本方針を設定します。 

 

 
 

 

 

 

【基本理念】 理想像

安全で安定した水をいつまでも

持続

【基本方針】

持続可能な事業経営

強靭

【基本方針】

災害に強い水道の構築

安全

【基本方針】

安全で安心な水の供給

図５.1 水道事業の基本理念と基本方針 
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５．２ 基本目標 

 

本市水道事業の理想像を実現するために設定した 3 つの基本方針に対応する

基本目標を設定します。また、基本目標の設定に当たり、国連で採択された持続

可能な開発目標「ＳＤＧｓ」を本ビジョンの基本目標における関連目標として設

定し、目指すべき世界像の実現に向け貢献していきます。 

 

 

基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５.2 基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全で安心な水の供給 

持続可能な事業経営 １.経営基盤の強化 

災害に強い水道の構築 
１.水道施設の耐震化 

安全

持続

強靭

１.水質の適正管理 

２.水源の適正化 

２.情報提供の拡充 

２.危機管理体制の整備 
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基本方針及び基本目標の設定に当たっては、「ＳＤＧｓ」における関連目標に

ついても踏まえています。 

 

表５.1 「ＳＤＧｓ」の概要 

ＳＤＧｓとは 
 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は 2012 年、リオ
デジャネイロで開催された国連持続可能な開発
会議（リオ＋20）で議論開始。 

 目的は、世界が直面する喫緊の環境、政治、経済
の課題に取り組む一連の普遍的目標の策定。 

 ＳＤＧｓは、人間の尊厳を奪う貧困へのグローバ
ルな取組として 2000 年にスタートしたミレニア
ム開発目標（ＭＤＧｓ）の後継となる目標。 

 「国連持続可能な開発サミット」（2015 年）にお
いて「我々の世界を変革する：持続可能な開発の
ための 2030 アジェンダ」と「持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）」採択。2030 年までの達成目標。 

Sustainable 

持続可能な 

Development 

開発 

Goals 

目標 

 

 

 

～持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)～ 

17 の Goals 

 

 

図 5.3 「SDGs」における 17 の目標 
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図 5.4 「SDGs アクションプラン 2020」  

 

 

表５.2 ビジョンにおける「ＳＤＧｓ」目標 

基本方針 基本目標 ＳＤＧｓ目標 

【安全】 
安全で安心な水の供給 

1.水質の適正管理 

2.水源の適正化 

 

６ 安全な水とトイレを世界中に 

すべての人に水と衛生へのアクセスと持
続可能な管理を確保する(安全な飲料水) 

【持続】 
持続可能な事業経営 
 
 

1.経営基盤の強化 ９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続
可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る(包摂的かつ持続可能
な産業化) 
 

１１ 住み続けられるまちづくりを 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強
靭かつ持続可能にする(災害被害、災害に
よる経済損失、インフラ被害、防災、レ
ジリエンス) 
 

１３ 気候変動に具体的な対策を 

気候変動とその影響に立ち向かうため
の、緊急対策を取る(災害被害、気候変動
対策) 

【強靭】 
災害に強い水道の構築 

1.水道施設の耐震化 

 

 

 

2.危機管理体制の整備 

 

政府によるＳＤＧｓを推進するための主な取組 

S D G s アク ショ ン プ ラ ン 2 0 2 0  

①あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現 
・働き方改革の着実な実施 等 

②健康・長寿の達成 
・健康経営の推進 等 

③成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション 
・未来志向の社会づくり 等 

④持続可能で強靭な国土と質の高いインフラの整備 
・持続可能で強靭なまちづくり(「コンパクト＋ネットワーク」推進) 等 

⑤省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会 
・再エネ、新エネの導入促進 等 

⑥生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 
・持続可能な農林水産業の推進や林業の成長産業化 等 

⑦平和と安全・安心社会も実現 
・子供の安全(性被害、虐待、事故、人権問題等への対応、児童労働の撤廃) 等 

⑧ＳＤＧｓの実施推進の体制と手段 
・地方自治体や地方の企業の強みを活かした国際協力の推進 等 

（SDGs 推進本部 令和元年 12 月資料） 
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第 6 章 実施施策の達成に向けて 

 

  

６．１ 基本目標、課題及び実施施策 

 

 基本目標の達成に向け抽出した、課題に対する実施施策について、表 6.1 に

示します。 

 

表 ６.1 基本目標、課題及び実施施策 

基本方針 基本目標 課題 実施施策 

【安全】 

安全で安心

な水の供給 

1.水質の適正管理 1)水質検査の継続 
水質検査計画の策定と計画に基
づく検査の実施 

2.水源の適正化 
2)水源井戸の適正管

理 
井戸調査の実施、修繕・更新計
画の検討 

【持続】 

持続可能な

事業経営 

1.経営基盤の強化 

3)持続可能な事業経
営（投資の平準化
と水道施設の計画
的更新) 

経営戦略の推進 

・投資の平準化 

・水源地内設備の更新 

・老朽管の更新等 

4)有収率の向上 漏水調査と速やかな修繕 

5)環境に配慮した事
業運営 

省エネルギー機器の導入 

6)広域化等への対応 
広域化・共同化等の検討 

岐阜県水道事業広域連携研究会
への参加 

7)人員確保と技術継
承 

人員確保、人材育成及び技術の
継承 

2.情報提供の拡充 
8)水道使用者への情

報提供 
住民への情報提供の充実 

【強靭】 

災害に強い

水道の構築 

1.水道施設の耐震
化 

9)配水池の耐震性能
評価 

呂久水源地配水池の耐震性能評
価 

10)管路の耐震化 重要給水施設管路の耐震化 

2.危機管理体制の
整備 

11)危機管理体制の

強化 

危機管理マニュアルの整備 

災害時応急給水体制の確保 

 

 

SDGs 
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（１）【安全】基本目標 1.水質の適正管理 

＜現状及び課題＞ 

 将来にわたり安心で安全な水道水の供給を行っていくため、今後も引き続き

水質検査の適正化と透明性を確保していく必要があります。 

 

＜実施施策＞ 

ａ）水質検査計画の策定と計画に基づく検査の実施 

 事業年度開始前に水質検査計画を策定し、計画に基づき適正な水質検査を継

続して実施します。 

 

（２）【安全】基本目標 2.水源の適正化 

＜現状及び課題＞ 

 水源井戸については、築造年度が古いものがあり、現段階で水位低下や取水支

障及び障害は確認されていませんが、今後水源井戸の老朽化に伴う性能劣化等

により、安定した取水量の確保が損なわれることが懸念されます。 

 

＜実施施策＞ 

ａ）井戸調査の実施、修繕・更新計画の検討 

 築造後 40 年以上経過する水源井戸を対象に性能調査を実施します。 

調査の結果、メンテンナンスや更新が必要な場合、修繕及び更新を計画的に実

施します。 

 

（３）【持続】基本目標 1.経営基盤の強化 

＜現状及び課題＞ 

 持続可能な事業経営を行っていくためには、投資と財源のバランスが重要で

あり、施設の長寿命化と投資の平準化を図りながら、計画的な更新を行っていく

必要があります。施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標である

有収率については、全国平均値、類似団体（給水人口が 3 万人以上 5 万人未満の

水道事業体）平均値と比較した場合、本市の数値は低いため、有収率の向上が求

められます。 

 設備の省エネルギー化を図る等、環境対策に関する取組についても進めてい

く必要があります。 

 広域連携においては、「岐阜県水道事業広域連携研究会」が設置されており、

広域連携に関する検討が開始されていることから、近隣水道事業者と意見交換

を行いながら検討を進めていく必要があります。また、水道事業の運営には、経

営、経費、料金、契約、建設、給水、水質など様々な分野の専門的な人材が必要

となるため、人事異動や定年退職による水道部局の技術力低下が懸念されるな
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か、安定した人員確保と若い人材への技術の継承が求められます。 

 

＜実施施策＞ 

ａ）経営戦略の推進 

 経営の中長期的な基本計画である「経営戦略」により、経営基盤の強化と財政

マネジメントの向上を図ります。また、アセットマネジメントの検討より更新時

期を見直し（実使用状況や修繕等による長寿命化を検討）、ライフサイクルコス

トの縮減と投資の平準化を図り、試算により算出した投資額（年平均 3.7 億円）

を目安とし、計画的な施設更新を実施します。 

 

ｂ）漏水調査と速やかな修繕 

 有収率の向上に向け、計画的な漏水調査を実施します。発見された漏水箇所に

ついては、速やかに修繕を行います。 

 

ｃ）省エネルギー機器の導入 

 設備更新時において省エネ型、高効率機器の導入を促進することで、省エネル

ギー化を図る等の環境対策に取り組みます。 

 

ｄ）広域化・共同化等の検討 

 「岐阜県水道事業広域連携研究会」において、広域連携に関する検討が開始さ

れていることから、近隣水道事業者と意見交換を行いながら検討を進めていき

ます。 

 

ｅ）人員確保、人材育成及び技術の継承 

 事業量と人員体制とのバランスを考慮し、安定した人員確保と若い人材への

技術の継承に努めます。また、知識・技能向上を図るため職員の研修派遣等によ

り、人材育成を推進します。 

 

（４）【持続】基本目標 2.情報提供の拡充 

＜現状及び課題＞ 

水道に関する様々な情報提供は、市ホームページを活用して行っていますが、

水道使用者に水道事業への理解をより深めていただくため、多様な情報提供媒

体を活用した情報提供が求められます。 

 

＜実施施策＞ 

ａ）住民への情報提供の充実 

 水道事業への理解をより深めていただくため、広報誌等による情報提供を行
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っていきます。 

 

（５）【強靭】基本目標 1.水道施設の耐震化 

＜現状及び課題＞ 

 別府水源地、宮田水源地、古橋水源地の配水池の耐震化は完了していますが、

呂久水源地配水池（令和元(2019)年度統合）については、耐震性能等の調査が必

要となります。また、管路は、災害時の拠点となる重要給水施設（避難所等）ま

での管路耐震化の事業を優先しますが、老朽管の更新事業と管路の耐震化事業

を組合せながら実施していく必要があります。 

 

＜実施施策＞ 

ａ）呂久水源地配水池の耐震性能評価 

 呂久水源地配水池の耐震性能評価を行い、必要な耐震性能を満たしていない

場合、耐震化措置を検討します。 

 

ｂ）重要給水施設管路の耐震化 

重要給水施設までの管路について計画に基づき、耐震化を実施します。 

 

（６）【強靭】基本目標 2.危機管理体制の整備 

＜現状及び課題＞ 

 水道事業では、自然災害のほか水質事故やテロ行為などの非常事態において

も、安定的な水の供給が求められることから、災害時に迅速な対応を行えるよう

各種マニュアルの整備、改定を行っていく必要があります。また、市民生活にと

って重要なライフラインである水道施設は、災害時にその機能を維持又は早期

に回復することが急務となるため、迅速な応急復旧体制の構築が必要です。 

 

＜実施施策＞ 

ａ）危機管理マニュアルの整備 

 災害時に迅速に対応できる体制の確保や、非常時における応急給水、応急復旧

対応などの危機管理マニュアルの整備を進めます。 

 

ｂ）災害時応急給水体制の確保 

 被災時における応急給水活動に活用できる、非常用飲料水給水袋（6 ）、給水

タンク（350 ）の備蓄を行います。 
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６．２ 目標値の設定 

 

 実施施策に対する目標値と評価指標について、表 6.2 に示します。 

 

表 ６.２ 実施施策に対する目標値と評価指標 

課題 実施施策 目標値 評価指標 

1)水質検査の継続 
水質検査計画の策定
と計画に基づく検査
の実施 

水質検査の継続と適
正管理 

水質検査の継続と適正管理 

2)水源井戸の適正管
理 

井戸調査の実施、修
繕・更新計画の検討 

調査   6 井戸/10 年 

修繕・更新  7井戸/10年 

古い井戸（本ビジョンの計
画期間中に40年以上経過す
る）を対象に調査を実施、必
要に応じて修繕・更新計画
の検討 

3)持続可能な事業経
営（投資の平準化
と水道施設の計画
的更新) 

経営戦略の推進 

・投資の平準化 

・水源地内設備の更 
新 

・老朽管の更新等 

3.7 億円/年 建設改良費/年 

4)有収率の向上 
漏水調査と速やかな
修繕 

85％以上 
【Ｂ112】有収率 

有収水量/給水量×100（％） 

5)環境に配慮した事
業運営 

省エネルギー機器の
導入 

全水源地での導入 

取配水ポンプにおける高効
率モーター及び施設内照明
におけるLED等の省エネ型、
高効率機器の導入 

6)広域化等への対応 

広域化・共同化等の
検討 

岐阜県水道事業広
域連携研究会への
参加 

－ － 

7)人員確保と技術継
承 

人員確保、人材育成 

及び技術の継承 

人員要望 1 人/10 年 

研修派遣 1 回/年 

人員の確保 

研修への派遣 

8)水道使用者への情
報提供 

住民への情報提供の
充実 

1 回/年 広報紙等による情報提供 

9)配水池の耐震性能
評価 

呂久水源地配水池の
耐震性能評価 

100％ 
【Ｂ604】配水池の耐震化率 
耐震策の施された配水池有効容量/ 
配水池有効容量×100（％） 

10)管路の耐震化 
重要給水施設管路の
耐震化 

89.3％ 

【Ｂ607】重要給水施設管路 

の耐震管率 
重要給水施設管路のうち耐震管延長/ 
重要給水施設管路延長×100（％） 

11)危機管理体制の 

強化 

危機管理マニュアル
の整備 

危機管理マニュアル
の策定 

危機管理マニュアルの策定 

災害時応急給水体制
の確保 

23,000 袋 非常用飲料水給水袋の備蓄 
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第 ７ 章 投資及び財政計画（瑞穂市水道事業経営戦略） 

 

 

７．１ 経営戦略について 

 

（１）経営戦略の基本理念 

本ビジョンの基本理念「安全で安定した水をいつまでも」の実現に向け、経営

の中長期的な基本計画である「経営戦略」を策定することにより、経営基盤の強

化と財政マネジメントの向上を図ります。 

 

 

（２）経営戦略の方針 

 「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年 8 月 29 日付総

務省通知）を踏まえ、経営戦略は「投資・財政計画」を中心に作成します。 

投資・財政計画は、施設・設備に関する投資の見通しである「投資試算」と、

財源の見通しである「財政試算」を構成要素とし、その収入と支出の均衡を目指

します。 

 

① 投資計画の方針 

更新需要の増嵩に伴い、今後多額の投資が必要になることが見込まれます。主

な財源となる給水収益は、当面は増加傾向にあるものと考えられますが、長期的

に見た場合、予測される投資に見合った財源を確保することは困難になるもの

と予測されます。 

こうした状況を踏まえ、投資計画においては、施設の更新時期を見直し（実使

用状況や修繕等による長寿命化を検討）、ライフサイクルコストの縮減を図りま

す。 

 

② 財政計画の方針 

安定した経営を持続していくには、投資額とバランスの取れた財源の確保が

必要となります。 

財源として構成される主なものは、料金収入、企業債、加入金、繰入金になり

ます。 

更なる財源確保策が必要となる場合、これらを適切に組合せた検討を進めま

す。 
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７．２ 投資計画 

 

（１）投資計画の重点項目 

 投資計画の重点項目は、以下の 4 点となります。 

  

① 水源地内設備の更新 

これまでは、電気設備を除き事後保全型の管理を行ってきましたが、今後は、

更新・点検計画に基づき、部品交換や定期点検、損傷箇所の早期修繕を行う予防

保全型の管理を推進し、長寿命化を図りながら、計画的な設備更新を進めます。 

 

 

 

 

 

表７.1 水源地内設備更新事業 

水源地名 
前期 

令和 3(2021)年度～令和 7(2025)年度 

後期 

令和 8(2026)年度～令和 12(2030)年度 

別府水源地 

監視制御設備更新 

計器更新 

取水ポンプ更新 

受変電･電源設備更新 

監視制御設備更新 

取水ポンプ、配水ポンプ更新 

宮田水源地 

監視制御設備更新 

計器更新 

取水ポンプ、配水ポンプ更新 

計器更新 

古橋水源地 

監視制御設備更新 

計器更新 

塩素注入設備更新 

監視制御設備更新 

馬場水源地 
受電･操作盤更新 計器更新 

 

本田水源地 
受電･操作盤更新 

取水ポンプ更新 

 

牛牧水源地 

受電･操作盤更新 

計器更新 

計器更新 

塩素注入設備更新 

監視制御設備更新 

呂久水源地 

計器更新 

監視制御設備更新 

塩素注入設備更新 

受電･操作盤更新 

 

【主な事業】水源地内設備更新事業 

【事業期間】令和3(2021)年度～令和12(2030)年度 

【事 業 費】約11.8億円 
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② 重要給水施設管路の耐震化 

災害時の避難施設に指定されている施設のうち、配水区内のバランス等を考

慮して、9 施設を重要給水施設として選定し、水源地から重要給水施設までの管

路（比較的新しい管を除く。）について、優先的に耐震化を進めます。

 

 

 

 

 

 

表７.2 重要給水施設管路耐震化事業 

 
前期 

令和 3(2021)年度～令和 7(2025)年度 

後期 

令和 8(2026)年度～令和 12(2030)年度 

事業内容 

◇瑞穂市役所（巣南庁舎）・巣南公民館 

H3 布設管路及び H11 布設添架管 

の更新 

◇巣南中学校 

  H3 以降布設管路の更新 

◇南小学校 

H6 布設 VP の更新 

◇牛牧北部防災ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

S62 以前布設管路及び H4 布設 VP 

の更新 

◇本田小学校 

S61 布設 VP の更新 

◇穂積中学校（全線） 

  S49 布設 DIP の更新 

◇瑞穂市役所（穂積庁舎） 

S49 布設 SGP の更新 

◇穂積小学校 

  布設年度不明 DIP の更新 

◇瑞穂市役所（巣南庁舎）・巣南公民館 

H5 以降布設管路の更新 

◇南小学校 

H4 布設 DIP の更新 

◇牛牧北部防災ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 

H 元布設管路及び H13 布設管路の 

更新 

◇本田小学校 

H12 布設 VP の更新 

◇瑞穂市役所（穂積庁舎）(全線) 

全線更新 

◇穂積小学校 

  H 元以降布設管路の更新 

【主な事業】重要給水施設管路耐震化事業 

【事業期間】令和3(2021)年度～令和12(2030)年度 

【事 業 費】約5.0億円 
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③ 基幹・幹線管路、老朽管路の更新 

 基幹・幹線管路について順次更新を行います。また、更新基準を迎える管路（老

朽管）については、これまでの漏水実績や地域バランスを考慮しながら管路の更

新を進めます。 

 

 

 

 

 

④ 配水管の拡張 

本市では、給水人口が増加傾向にあり、毎年管路の拡張工事が行われています。

今後も当面の間は、拡張工事を見込む必要があります。その事業費は、直近 3箇

年（平成 29(2017)年度～令和元(2019)年度）の実績平均で見込みます。 

 

 

 

 

 

 

（２）投資試算 

投資計画における４つの重点項目と計画期間（10 年間）における投資（事業

費）試算について、表 7.3 に示します。 

 

表７.3 投資（事業費）試算 

事 業 
事業費試算額 

（億円） 
備 考 

水源地内設備更新事業 11.8 水源地内の設備を計画的に更新します。 

重要給水施設管路耐震化事業 5.0 

水源地から重要給水施設までの路線の内、

老朽度や管種を考慮して計画的に更新し、

優先的に耐震化を進めます。 

基幹・幹線管路網更新事業 

老朽管更新事業 
14.7 

基幹・幹線管路及び更新基準を迎える管路

（老朽管）を計画的に更新します。 

配水管拡張事業 5.5 
増加傾向にある給水人口に対応していくた

め、必要となる拡張工事を行います。 

 

【主な事業】基幹・幹線管路網更新事業、老朽管更新事業 

【事業期間】令和3(2021)年度～令和12(2030)年度 

【事 業 費】約14.7億円 

【主な事業】配水管拡張事業 

【事業期間】令和3(2021)年度～令和12(2030)年度 

【事 業 費】約5.5億円 
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７．３ 財政計画 

 

（１）財政構成の考え方 

① 料金収入 

 料金収入は、主要な財源であり、安定した経営を進めていくうえで必要な水準

を確保していくことが大切となります。 

 現在の本市の水道料金は、1 か月 10m3当たり 935 円（量水器口径 13mm の場合）

となっており、県内の市町村平均 1,412 円と比較して、安い料金であると言え

ます。 

井戸水による自己水であるため、令和元（2019）年度の給水原価（有収水量 1

 当たりどれだけの費用がかかっているか表す指標）は 83.97 円と低く抑えら

れ、安価な水を提供することができています。また、料金回収率（給水に係る費

用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標）は 117.07％と類似団体平

均値 98.77％、全国平均値 103.24％を上回っており、収益性も確保できていま

す。 

 本計画では、計画期間内に給水人口の増加に伴い料金収入も増加する見込み

であることから、現行の料金体系を継続するものとします。 

 

② 企業債（借入金） 

企業債の発行は、後年度に返済のための元利償還金が発生しますが、整備した

施設や管路は将来にわたって使用できることから、世代間の公平性の観点から、

整備に必要な財源として、施設や管路の整備に係る投資額が集中する場合等に

活用します。 

ただし、企業債は基本的に料金収入を原資として償還（返済）することから、

将来的に人口減少に伴う料金収入の減少等が見込まれるなかで、将来世代に過

重な負担を強いることのないよう、残高や毎年度の償還額等を踏まえて、適切な

水準とする必要があります。 

本市水道事業では、これまで企業債残高の抑制に努め、必要な額に限って借入

れを行ってきました。令和元（2019）年度の企業債残高対給水収益比率（給水収

益に対する企業債残高の割合を示す指標）でみると、100.79％と類似団体平均値

371.65％、全国平均値 266.61％を大きく下回っており、企業債への依存度は低

く抑えられています。 

本計画では、計画期間内の企業債による借入れは見込んでいません。 

 

③ 繰入金等 

地方公営企業は独立採算を基本原則としており、財政収支の試算においては、

安易に繰入金を見込むことで収支を均衡させることのないよう留意する必要が

あります。 
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 本計画では、過去の実績額を基に繰入金等を見込みます。 

 

表７.4 繰入金等の収支計算上の扱いについて 

項目 収支計算上の扱いについて 

他会計出資金 直近 3箇年の平均値で一定として見込みます。 

他会計負担金 基準内繰入を基本とし、直近 3 箇年の平均値で一定として見込みます。 

加入金 直近 3箇年の平均値で一定として見込みます。 

国庫補助金 補助対象とならないため、見込んでいません。 

 

④ 財源 

 本計画期間については、財源は現状を維持（料金改定や企業債の発行は行わな

い。）し、事業費の増嵩に際しては、資金の取崩しにより対応します。資金残高

の減少が見込まれるため、残高の推移を注視しつつ、財源確保策の検討を行いま

す。 
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（２）収支計画 

①収益的収支の見通し 

ａ）収益的収入（経常収益） 

収益的収入は、料金収入が主となります。 

料金収入の見通しは、令和 2（2020）年度の見込額を基準として、それ以降の

有収水量の推計結果を加味して算出しています。 

本計画期間において料金収入の微増が見込まれるため、経常収益は微増する

ものと予測します。 

 

 

 

 

図7.1 収益的収入の見通し 
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b）収益的支出（経常費用） 

  収益的支出は、支払利息が若干減少するものの、施設更新を進めることによ

り減価償却費の増加が見込まれるため、経常費用は増加するものと予測しま

す。 

 

 

 

 

図7.2 収益的支出の見通し 
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ｃ）経常損益 

経常損益は、計画期間内では黒字が続く見込みですが、施設更新に伴い減価償

却費が増加していくことが見込まれるため、経常利益は減少していくものと予

測します。 

 

 

 

 

図7.3 経常損益の見通し 
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②資本的収支の見通し 

ａ）資本的収入 

資本的収入は、加入金、負担金、繰入金が主となります。 

本計画では企業債による財源調達は見込まず、資本的収入額の実績額（直近 

3 箇年平均額）を見込んでいます。 

 

 

 

 
図7.4 資本的収入の見通し 
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ｂ）資本的支出 

資本的支出の主となる建設改良費は、投資計画に基づき 3.7 億円/年を基本と

します。企業債は、新たな借入れを見込まず、既発債の償還のみとします。 

 

 

 

 

図7.5 資本的支出の見通し 
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ｃ）資金残高 

資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、資金（内部留保資金）を取崩

して補填することになります。 

資金残高の推移を見ると、計画期間終了年度である、令和 12(2030)年度には、

約 6.0 億円まで減少し、令和 3(2021)年度の資金残高約 9.5 億円から 9 年間で約

3.5 億円（約 4割）程度減少する見込みとなります。 

計画期間内において、新たな財源確保策の検討を進めるとともに、持続可能な

事業経営の実現に向け、投資と財源のバランスを図ります。 

 

 

 

 

図 7.6 資金残高の見通し 
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７．４ 今後の取組 

 

 投資・財政計画に反映されていない検討中の取組や今後検討予定の取組につ

いては以下のとおりです。 

 

（１）投資についての検討状況 

① 民間の資金・ノウハウ等の活用 

 今後大規模な施設整備の際、ＰＰＰ／ＰＦＩ方式の導入等により、改築・拡張

工事費や維持管理費を含めたライフサイクルコストの削減効果が期待できるな

ど、その導入効果や他事業体の動向に注視しつつ検討していきます。 

 

② 施設・設備の統廃合（ダウンサイジング） 

 本市の給水人口は、本計画期間においては増加傾向にあるものと見込まれる

ため、当面は現有施設の統廃合は不要と考えられます。将来的には、水需要の減

少が予測されるため、供給能力に見合う施設規模への適正化を図ります。 

 

③ 施設・設備の合理化（スペックダウン） 

 設備の更新時においては、将来の長期的な水需要予測に応じた適正なスペッ

ク（性能）を判断し、能力の適正化を図ります。 

 

④ 施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 

劣化が進む前に計画的に修繕等を実施する予防保全による維持管理に取り組

むことで、トータルコストの縮減と投資の平準化を図ります。 

 

 

（２）財源についての検討状況 

① 料金 

料金収入は、水道事業における主要な財源であり、安定した経営を進めていく

うえで必要な水準の料金を確保する必要があります。 

経営状況の悪化が顕著化する前段階において、適正な料金水準についての検

討を行います。 

 

② 企業債 

将来世代との負担配分に留意し、料金や繰入金等他の財源との組合せを勘案

し、企業債活用の検討を行います。 
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③ 繰入金 

投資に見合う財源確保が必要となるため、料金や企業債等他の財源との組合

せを勘案し、適正な繰入金計上について検討を進めます。 

 

 

（３）投資以外の経費についての検討状況 

① 委託料 

業務量と人員体制のバランスを考慮しつつ、業務の効率化につながる業務委

託の検討を進めます。 

 

② 修繕費 

 施設のライフサイクルコストの縮減を図るためには予防保全型の維持管理が

重要となるため、一定額の修繕費が必要となります。 

 

③ 動力費 

 設備の更新に際し、省エネ型、高効率機器を導入するなど、エネルギー使用量

の削減、経費の縮減に取り組みます。 

 

④ 職員給与費 

 適正な人件費計上に努め、業務量と人員体制のバランスを考慮した業務の効

率化につながる業務委託についても検討を進めます。 

 

⑤ その他の取組 

 有収率の改善に向け、配水管の更新といったハード面の整備だけでなく、漏水

減免による有収率への影響（有収率低下）も大きいため、宅内漏水への注意喚起

等のソフト面の対策も進めていきます。 
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第 ８ 章 フォローアップ（進捗管理）

 

 

 本ビジョンの目標達成に向け、定期的なフォローアップ（進捗管理）を行いま

す。 

毎年度、計画（Plan）に基づく目標達成状況（Do）について評価、検証（Check）

を行います。 

また、水道事業を取り巻く環境や社会情勢の変化に対応するため、5 年毎に重

点施策や経営戦略等について中間検証を実施し、検証を踏まえた計画の改善

（Action）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.1 計画的なフォローアップ 

10 年 間  
毎 年 度 評 価  

前期 
令和 3 ( 2 0 2 1 ) 年度～令和 7 ( 2 0 2 5 ) 年度 

実施施策 

投資計画・財政計画 

5

年

毎

見

直

し 

瑞穂市水道事業ビジョ ン 

( 令和 3 ( 2 0 2 1 ) 年度～令和 12 ( 2 0 3 0 ) 年度)  

後期 
令和 8 ( 2 0 2 6 ) 年度～令和 12 ( 2 0 3 0 ) 年度 

実施施策 

投資計画・財政計画 
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資料編 用語解説

 

 

本文中に掲載している用語について解説しています 

 

用 語 解 説 

【あ行】 

アセットマネジメント 
資産の効率的な維持管理と計画的な投資を図る目的に導入

される資産管理の手法 

ＳＤＧｓ 

（持続可能な開発目標） 

2001 年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継とし

て、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2030 年まで

に持続可能でよりよい世界を目指す国際目標 

応急給水 
災害や施設の事故等により、断水や濁水が発生した場合に、

運搬及び仮設などの方法により、飲料水を供給すること 

【か行】 

加入金 
給水装置の新設工事又は改造工事の際に口径別に設定され

た金額を徴収するもの 

簡易水道事業 
水道事業のうち、計画給水人口が 5000 人以下である水道事

業 

幹線管路 基幹管路より分岐し、各集落（自治会）間を接続する配水管 

元利償還金 返済金元金と利子 

基幹管路 別府、宮田及び古橋の 3水源地間を連絡する配水管 

企業債 
地方公営企業が行う建設改良費等の財源に充てるために起

こす地方債 

企業債残高 企業債による借入金の資金の残高（利息は含めない） 

企業債残高給水収益比率 
給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規

模を表す指標 

岐阜県水道事業広域連携

研究会 

経営健全化を図り、水道事業の広域連携に関する研究を行う

目的で 2017 年 11 月に岐阜県で設置され、本市は、岐阜広域

水道圏に位置付けされている 

給水人口 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口 

給水普及率 給水区域内に居住している人口に対する給水人口の割合 

給水量（配水量） 給水区域内に給水（配水）した水量 

繰入金 

消火栓の設置や公共施設への水道の無償提供等、その性質上

企業経営に伴う収入をもって充てることが適当でないもの

について一般会計等から負担される経費 
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用 語 解 説 

経営戦略 

中長期的な経営の基本計画を策定すること（本ビジョンのよ

うに基本目標と目標達成のための施策や施策を反映した財

政計画のこと） 

ケーシング ボーリング工法等により掘削した孔（あな）に挿入する管 

減価償却費 

固定資産の減価（使用によって下がる経済的価値）を費用と

して利用各年度に合理的に負担させる会計処理を減価償却

といい、この処理によって各年度に計上された固定資産の減

価額を減価償却費という 

原水 
河川や地下水等から給水のために取水する水のこと（本市は

地下水を原水としている） 

広域化 

経営基盤や技術基盤の強化という観点から、地域の実情に応

じて事業統合や共同経営だけでなく、管理の一体化等による

多様な形態による広域化が提唱されている 

更新基準 
水道施設の中長期的な更新計画を策定する際に、各施設の標

準的な使用期間として定める年数 

【さ行】 

事業認可 

水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たって、水道

法に基づき厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を得るこ

と 

事業変更認可 
給水区域の拡大等、事業内容が変更される場合において事業

認可同様許可を得ること 

資本的支出 
収益的支出に属さないもので、現金の支出を伴うもの（主に

建設改良費や企業債償還金など） 

資本的収入 

収益的収入に属さないもので、現金の収入を伴うもの（主に

加入金、繰入金、企業債、出資金、国庫補助金、工事負担金

など） 

収益的支出 
企業の経常的経営活動によって発生する支出（主に水道供給

に必要な人件費、経費、減価償却費、支払利息） 

収益的収入 
企業の経常的経営活動によって発生する収入（主に水道料

金、長期前受金戻入） 

重要給水施設 

災害時や緊急時に避難などの拠点となる施設（本市において

は、小中学校、役所等の公共施設のうち、配水区内のバラン

スを考慮して 9施設を対象としている） 

重要給水施設管路 水源地から重要給水施設に至る配水管 
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用 語 解 説 

水道技術管理者 

水道法第 19 条において、水道事業者は、水道の管理につい

て技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置

かなければならないとされており、施行規則第 14 条におい

て水道技術管理者の資格が定められている 

水質検査計画 

水質検査の適正化を図るとともに、その透明性を確保するた

めの計画（水道水源やその周辺の状況等を勘案し、どのよう

に水質検査を実施するか（採水の場所、検査の回数等）につ

いて、毎事業年度の開始前に策定し、情報提供を行っている） 

水道事業 
計画給水人口が 101 人以上の、一般の需要に応じて、水道に

より水を供給する事業 

水道水質基準項目 

水道水は、水道法第 4 条に基づく水質基準に適合するもので

なければならず、水道法により水道事業体等に検査の義務が

課されている（水質基準に関する省令により水質基準項目と

基準値（ 項目）が定められている） 

ストレーナー 
地下水を取水するために孔（あな）又はスリットが設置して

ある管 

スペックダウン 
将来の水需要予測を踏まえ、更新後の施設の性能の合理化を

図る手法 

専用水道 

寄宿所、社宅、療養所などに居住する人のための自家用水道

で、101 人以上に対し給水を行うもの、又は一日最大給水量

が 20  を超えるもの 

【た行】 

耐震管 

離脱防止機能付きダクタイル鋳鉄管、溶接継手の鋼管、ステ

ンレス管及び水道配水用ポリエチレン管（高密度･融着継手）

等 

ダウンサイジング 

施設の規模を縮小すること（将来における水需要の減少に伴

い、施設の適正規模も小さくなってくることから、管路の口

径減少や水源地内設備の小規模化などにより、供給体系全体

の効率化を図ること） 

長期前受金戻入 

地方公営企業法施行規則第 21 条第 2 項又は第 3 項の規定に

より償却した長期前受金の額のうち収益として整理するも

の（平成 26 年の地方公営企業会計制度の見直しにより、資

産取得時の財源として補助金等を受けた場合、資産の減価償

却は、補助金等に対する部分も含めた「フル償却」の減価償

却に併せて毎年「長期前受金戻入」として収益化を行うこと

となった） 
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用 語 解 説 

【は行】 

配水支管 配水本管から分岐して直接給水管を取り付ける管 

配水本管 
浄水を配水支管へ輸送、分配する役割を持ち、給水管のない

もの 

ＰＤＣＡ(サイクル) 
Plan(計画)･Do(実行)･Check(評価)･Action(改善)を繰り返

すことによって、管理業務を継続的に改善していく手法 

ＰＦＩ 

(Private Finance Initiative) 

民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して公共施設等の

建設、維持管理、運営等を行う手法（ＰＰＰの代表的な手法

の一つ） 

ＰＰＰ 

(Public Private Partnership) 

民間と連携して公共サービスを提供する手法を幅広く捉え

た概念 

フォローアップ 
計画策定後に事業が計画どおり進捗しているか、事業評価を

行う 

深井戸 不透水層の下の被圧地下水を取水する井戸 

法定耐用年数 

税務及び会計処理するうえで定められた資産の耐用年数の

こと（水道施設では地方公営企業法施行規則で定められてい

る更新の目安の一つであるが、超過すると使用できないとい

うものではない） 

【や行】 

有収水量 
給水量のうち料金徴収の対象となった水量及び他会計から

収入のあった水量 

有収率 給水量における有収水量の割合 

【ら行】 

ライフサイクルコスト 
計画、施設の設計、建設に始まり維持管理、運営、事業終了

までのトータルにわたり必要なコストのこと 

流動資産 
会計における資産のうち、通常 1 年以内に現金化、費用化が

できるもの（1年基準） 
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